
ながさきデザイン会議設置要綱を次のように定める。 

 

 平成２４年３月９日 

 

                         長崎市長  田 上 富 久 

 

ながさきデザイン会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 道路、河川、公園等の公共施設（以下「公共施設」という。）及び大規模な建築

物等は、重要な景観を構成する要素であることから、公共施設及び大規模な建築物等が

地域の特徴を活かした質の高い景観デザインとなるよう意見を聴くため、ながさきデザ

イン会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 会議は、学識経験者及び建築、土木、色彩等の専門家で景観に係る識見を有する

５人以内の委員で組織する。 

 （委員） 

第３条 委員の任期は１年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（特別委員） 

第４条 会議に前条に規定する委員のほか、特に景観デザインに関し意見を聴くため必要 

があると認めるときは、若干名の特別委員を置くことができる。 

２ 特別委員は、前項に規定する必要と認める期間が終了したときは、解任されるものと

する。 

 （意見聴取） 

第５条 市長は、委員（前条の規定により特別委員を置いたときは、その特別委員を含む。）

から次に掲げる事項に関し意見を聴く。 

 ⑴ 公共施設及び大規模な建築物等のデザイン及び色彩に関すること。 

⑵ 景観の普及及び啓発に係る研修、講演等に関すること。 

⑶ その他景観の形成に関すること。 

（協議） 

第６条 会議は、次に掲げる事業について公共施設及び大規模な建築物等が地域の特徴を 

活かした質の高い景観デザインとなるよう協議する。 

⑴ 長崎市景観条例（昭和６３年長崎市条例第３１号）第１１条第２項に規定する景観 

形成重点地区で公共施設の新設、改修等を行う事業（維持管理に係る事業及び小規模 

な事業は除く。） 

⑵ 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第２項第５号ロに規定する景観重要公 

共施設に係る事業（維持管理に係る事業及び小規模な事業は除く。） 

⑶ 景観上配慮が必要な場所並びに市民及び観光客が多数訪れる場所で実施する公共

施設の新設、改修等を行う事業（維持管理に係る事業及び小規模な事業は除く。） 



⑷ 大規模な建築物（景観法第８条第１項の規定に基づく長崎市景観計画（以下「長崎

市景観計画」という。）に定められた一般地区にあっては、建築物の高さが４０メー

トルを超えるもの、長崎市景観計画に定められた特定地区及び市街化区域以外の地区

にあっては、建築物の高さが２０メートルを超えるものをいう。）の建築、改築等に

係る事業 

⑸ 唐人屋敷まちなみ整備助成金交付要綱（平成１５年長崎市告示第２７４号）、中島

川・寺町地区まちなみ整備助成金交付要綱（平成２２年長崎市告示第５０４号）又は

長崎市景観形成助成金交付要綱（平成２年長崎市告示第８５号）に基づき助成されて

いる事業 

⑹ その他景観を形成するため市長が重要と認めるもの 

 （委員長） 

第７条 会議に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理す

る。 

（関係人の意見聴取） 

第８条 会議は、必要があると認めるときは、関係人の意見を聴くことができる。 

 （招集） 

第９条 会議は、市長の依頼を受けて委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、特別委員を招集する。 

 （守秘義務） 

第１０条 委員及び特別委員は、会議を行う上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 （実費弁償） 

第１１条 市長は、委員及び特別委員にこの要綱に基づき事務等を行うため旅費が生じた

場合においては長崎市実費弁償条例（昭和２３年長崎市条例第６２号）の規定により旅

費を支給するものとする。 

 (庶務) 

第１２条 会議の庶務は、建設局都市計画部まちづくり推進室において処理する。 

(委任) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年３月９日から施行する。 


